
（
消
費
税
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。（

輸
出
物
品
販
売
場
に
お
け
る
輸
出
物
品
の
譲
渡
に
係
る
免
税
）

（
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
け
る
輸
出
物
品
の
譲
渡
に
係
る
免
税
）

第
八
条

輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
が
、
免
税
購
入
対
象
者
（
外
国
為
替

第
八
条

輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
が
、
免
税
購
入
対
象
者
（
外
国
為
替

及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
六

及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
六

号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
非
居
住
者
で
あ
つ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
非
居
住
者
で
あ
つ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
四
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
（
上
陸
の
許

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
四
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
（
上
陸
の
許

可
）
に
規
定
す
る
上
陸
の
許
可
を
受
け
て
在
留
す
る
者
、
同
法
別
表
第
一
の
一
の
表

可
）
に
規
定
す
る
上
陸
の
許
可
を
受
け
て
在
留
す
る
者
、
同
法
別
表
第
一
の
一
の
表

の
外
交
若
し
く
は
公
用
の
在
留
資
格
又
は
同
法
別
表
第
一
の
三
の
表
の
短
期
滞
在
の

の
外
交
若
し
く
は
公
用
の
在
留
資
格
又
は
同
法
別
表
第
一
の
三
の
表
の
短
期
滞
在
の

在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
者
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
者
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
輸
出
す
る
た
め
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
購
入
さ

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
物
品
で
輸
出
す
る
た
め
政
令
で
定
め

れ
る
物
品
（
消
費
税
に
関
す
る
不
正
の
目
的
を
も
つ
て
購
入
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
い

る
方
法
に
よ
り
購
入
さ
れ
る
も
の
の
譲
渡
（
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
税

物
品
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
及
び
当
該
購
入
さ
れ
る
物
品
の
譲
渡
が
第
六

を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
つ
た
場
合
（
政
令
で
定
め
る
場

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
物
品
の
譲
渡
に
係
る
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
価

物
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
免
税
対
象
物
品
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
を

の
額
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
と
き
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該

行
つ
た
場
合
（
そ
の
免
税
購
入
対
象
者
に
対
し
て
同
一
の
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い

物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
を
免
除
す
る
。

て
同
一
の
日
に
譲
渡
す
る
免
税
対
象
物
品
に
係
る
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

対
価
の
額
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ

て
、
当
該
免
税
購
入
対
象
者
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
免
税
対
象
物

品
を
輸
出
す
る
こ
と
に
つ
き
税
関
長
の
確
認
を
受
け
た
と
き
（
そ
の
購
入
し
た
日
か

ら
九
十
日
以
内
に
確
認
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
免
税
対
象
物
品
の
譲

渡
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
を
免
除
す
る
。

２

前
項
の
譲
渡
を
し
た
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
は
、
当
該
譲
渡
に
係

る
電
磁
的
記
録
（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存

方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
三
号
（

定
義
）
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
購
入
記
録
情
報
」
と
い
う
。
）
を
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
国
税
庁
長
官
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
購
入
記
録
情
報
の
提
供
を
受
け
た
国
税
庁
長
官
は
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該
購
入
記
録
情
報
を
税
関
長
に
提

供
す
る
も
の
と
す
る
。



３

税
関
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
購
入
記
録
情
報
に
基
づ
き
第
一
項

の
確
認
を
し
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
購
入
記
録
情
報

ご
と
に
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
確
認
を
し
た
旨
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
税
関
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
を
国
税
庁
長
官
に
提
供
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
税
関
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
た
国
税
庁

長
官
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該
税
関
確
認
情
報
を
こ

れ
に
係
る
購
入
記
録
情
報
を
提
供
し
た
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
提

供
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
の
譲
渡
を
し
た
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
譲
渡
を
し
た
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
が

が
、
当
該
譲
渡
に
係
る
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
購
入
記
録
情
報
及
び

、
当
該
物
品
が
免
税
購
入
対
象
者
に
よ
つ
て
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
購
入
さ

前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
税
関
確
認
情
報
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る

に
よ
り
保
存
し
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得

国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
二

な
い
事
情
に
よ
り
当
該
購
入
記
録
情
報
及
び
当
該
税
関
確
認
情
報
を
保
存
す
る
こ
と

十
五
号
）
第
二
条
第
三
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
を
保
存

が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
を
当
該
事
業
者
に
お
い
て
証
明
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

し
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
次
項
本
文
若
し
く
は
第
五
項
本

な
い
。

文
（
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
消
費
税

が
徴
収
さ
れ
た
場
合
又
は
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当
該
書
類
若
し

く
は
電
磁
的
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
を
当
該
事
業
者
に
お
い

て
証
明
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
を
同
項
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
り
購
入
し
た
免
税
購
入
対
象
者
が
、
本
邦
か
ら
出
国
す
る
日
（
そ
の
者
が
免
税

購
入
対
象
者
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
当
該
免
税
購
入
対
象
者
で
な
く
な
る
日
）
ま

で
に
当
該
物
品
を
輸
出
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
出
港
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
（
そ
の

者
が
免
税
購
入
対
象
者
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
な
く
な
る
時
に
お
け
る
そ
の

者
の
住
所
又
は
居
所
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
そ
の
者
が
当
該
物
品
を
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
亡
失

し
た
た
め
輸
出
し
な
い
こ
と
に
つ
き
当
該
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、

そ
の
者
か
ら
当
該
物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
に
係
る
消

費
税
額
に
相
当
す
る
消
費
税
を
直
ち
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
前
項
本
文
に
規

定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
事
実
が
生
じ
て
い
る
場
合
又
は
第
五
項
本
文
（
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
消
費
税
が
徴
収
さ
れ
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
で
、
免
税
購
入
対
象
者
が
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て

同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
購
入
し
た
も
の
は
、
国
内
に
お
い
て
譲
渡
又
は
譲
受



け
（
こ
れ
ら
の
委
託
を
受
け
、
若
し
く
は
媒
介
の
た
め
当
該
物
品
を
所
持
し
、
又
は

譲
渡
の
た
め
そ
の
委
託
を
受
け
た
者
若
し
く
は
媒
介
を
す
る
者
に
所
持
さ
せ
る
こ
と

を
含
む
。
以
下
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
物
品
の
譲
渡
又
は
譲
受
け
を
す
る
こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
物
品
の
所
在
場
所
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

第
一
項
の
税
関
長
の
確
認
を
受
け
た
免
税
購
入
対
象
者
（
輸
出
物
品
販
売
場
に
お

５

国
内
に
お
い
て
前
項
に
規
定
す
る
物
品
の
譲
渡
又
は
譲
受
け
が
さ
れ
た
と
き
は
、

い
て
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
購
入
し
た
後
に
免
税
購
入
対
象

税
務
署
長
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
そ
の
者
か
ら
、

者
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該

当
該
承
認
を
受
け
な
い
で
当
該
譲
渡
又
は
譲
受
け
が
さ
れ
た
と
き
は
当
該
物
品
を
譲

確
認
を
受
け
た
免
税
対
象
物
品
を
、
遅
滞
な
く
、
輸
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
渡
し
た
者
（
同
項
本
文
に
規
定
す
る
所
持
を
さ
せ
た
者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

６

第
一
項
の
税
関
長
の
確
認
を
受
け
た
免
税
対
象
物
品
が
輸
出
さ
れ
な
い
こ
と
と
な

同
じ
。
）
か
ら
当
該
物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
に
係
る

つ
た
と
き
は
、
税
関
長
は
、
当
該
確
認
を
受
け
た
免
税
購
入
対
象
者
か
ら
当
該
免
税

消
費
税
額
に
相
当
す
る
消
費
税
を
直
ち
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
第
二
項
本
文

対
象
物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
に
係
る
消
費
税
額
に
相
当

に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
事
実
が
生
じ
て
い
る
場
合
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定

す
る
消
費
税
を
直
ち
に
徴
収
す
る
。

の
適
用
に
よ
り
消
費
税
が
徴
収
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

第
四
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
な
い
で
国
内
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
物
品

の
譲
渡
又
は
譲
受
け
が
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
物
品
を
譲
り
受
け
た
者
（
同
項
本
文

に
規
定
す
る
所
持
を
し
た
者
を
含
む
。
）
は
、
当
該
物
品
を
譲
り
渡
し
た
者
と
連
帯

し
て
当
該
物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
に
係
る
消
費
税
額

に
相
当
す
る
消
費
税
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
消
費
税
の
徴

収
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

７

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要

７

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
事
業
者
（
次
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る

件
の
全
て
を
満
た
す
事
業
者
（
次
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る

義
務
が
免
除
さ
れ
る
事
業
者
を
除
く
。
）
の
経
営
す
る
販
売
場
（
第
九
項
に
規
定
す

義
務
が
免
除
さ
れ
る
事
業
者
を
除
く
。
）
の
経
営
す
る
販
売
場
（
第
九
項
に
規
定
す

る
臨
時
販
売
場
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
免
税
購
入
対
象
者
に
対
し
免
税
対
象
物
品

る
臨
時
販
売
場
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
免
税
購
入
対
象
者
に
対
し
第
一
項
に
規
定

で
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
購
入
さ
れ
る
も
の
の
譲
渡
を
す

す
る
物
品
で
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
購
入
さ
れ
る
も
の
の
譲
渡
を
す
る
こ
と

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
業
者
の

が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
当
該
事
業
者
の
納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
の
許
可
を

納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
の
許
可
を
受
け
た
販
売
場
を
い
う
。

受
け
た
販
売
場
を
い
う
。

一

省

略

一

同

上

二

次
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
輸
出
物
品
販
売
場
の

二

次
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
物
品
販
売
場
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し

許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者
で
な
い
こ

の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者
で
な
い
こ
と
そ
の
他
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営

と
そ
の
他
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
と
し
て
特
に
不
適
当
と
認
め
ら

す
る
事
業
者
と
し
て
特
に
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
事
情
が
な
い
こ
と
。

れ
る
事
情
が
な
い
こ
と
。

８

税
務
署
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
が
次
の

８

税
務
署
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
が
消
費



各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
物
品
販
売
場
に

税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
又
は
同
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売

係
る
同
項
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

場
と
し
て
施
設
そ
の
他
の
状
況
が
特
に
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
輸

出
物
品
販
売
場
に
係
る
同
項
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

消
費
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合

二

当
該
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
免
税
対
象
物
品
を
譲
渡
す
る
際
の
手
続
そ
の

他
の
状
況
が
特
に
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合

三

第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
購
入
記
録
情
報
に
不
備
又
は
不
実
の

記
録
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
の
税
関
長
の
確
認
に
支
障
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

９

臨
時
販
売
場
（
免
税
購
入
対
象
者
に
対
し
、
免
税
対
象
物
品
を
譲
渡
す
る
た
め
に

９

臨
時
販
売
場
（
免
税
購
入
対
象
者
に
対
し
、
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
を
譲
渡
す

七
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
設
置
す
る
販
売
場
を
い
う
。
）
を
設
置
し
よ
う
と
す
る

る
た
め
に
七
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
設
置
す
る
販
売
場
を
い
う
。
）
を
設
置
し
よ

事
業
者
（
第
七
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
限
る
。
）

う
と
す
る
事
業
者
（
第
七
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に

で
次
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
、
当
該
臨
時
販
売
場
を
設
置
す
る
日
の
前
日
ま
で
に

限
る
。
）
で
次
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
、
当
該
臨
時
販
売
場
を
設
置
す
る
日
の
前

、
当
該
臨
時
販
売
場
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
期
間
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

日
ま
で
に
、
当
該
臨
時
販
売
場
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
期
間
そ
の
他
財
務
省
令
で
定

を
記
載
し
た
届
出
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
納
税
地
を
所

め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
納

轄
す
る
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
期
間
に
限
り
、
当
該
臨
時
販
売
場
を

税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
期
間
に
限
り
、
当
該
臨
時

第
七
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
と
み
な
し
て
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の

販
売
場
を
第
七
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
と
み
な
し
て
、
第
一
項
か
ら
第
四

規
定
を
適
用
す
る
。

項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

省

略

同

上

10

10

税
関
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
に
係

税
関
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
項
本
文
の
承
認
及
び
徴
収
に

11

11

る
権
限
及
び
そ
の
徴
収
す
る
消
費
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
の
一
部

係
る
権
限
並
び
に
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
直
ち
に
徴
収
す
る
消
費
税
に
関
す
る
法

を
税
関
の
支
署
そ
の
他
の
税
関
官
署
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
の
一
部
を
税
関
の
支
署
そ
の
他
の
税
関
官
署
の
長
に
委
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は

第
七
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
の
許
可
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
前
各
項
の

12

12

、
政
令
で
定
め
る
。

規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
個
人
事
業
者
の
山
林
所
得
又
は
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
の
延
払
条
件
付
譲

（
リ
ー
ス
譲
渡
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
の
特
例
）

渡
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
の
特
例
）

第
十
六
条

事
業
者
が
所
得
税
法
第
六
十
五
条
第
一
項
（
リ
ー
ス
譲
渡
に
係
る
収
入
及

第
十
六
条

個
人
事
業
者
が
所
得
税
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
（
延
払
条
件
付
譲
渡
に

び
費
用
の
帰
属
時
期
）
又
は
法
人
税
法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
リ
ー
ス
譲
渡
に
係
る

係
る
所
得
税
額
の
延
納
）
に
規
定
す
る
山
林
所
得
又
は
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資

収
益
及
び
費
用
の
帰
属
事
業
年
度
）
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
譲
渡
に
該
当
す
る
資
産
の

産
の
延
払
条
件
付
譲
渡
に
該
当
す
る
資
産
の
譲
渡
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
延

譲
渡
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
リ
ー
ス
譲
渡
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
場
合
に

払
条
件
付
譲
渡
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
個
人
事
業
者
（
そ

お
い
て
、
当
該
事
業
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
当
該
リ
ー
ス
譲
渡

の
相
続
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
延
払
条
件
付
譲
渡
に

に
係
る
対
価
の
額
に
つ
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
延
払
基
準
の
方
法
に
よ
り
経



係
る
所
得
税
の
額
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
同
項
の
延
納
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は

理
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
リ
ー
ス
譲
渡
の
う
ち
当
該
リ
ー
ス
譲
渡
に

、
当
該
延
払
条
件
付
譲
渡
の
う
ち
当
該
延
払
条
件
付
譲
渡
に
係
る
賦
払
金
の
額
で
当

係
る
賦
払
金
の
額
で
当
該
リ
ー
ス
譲
渡
を
し
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
そ

該
延
払
条
件
付
譲
渡
を
し
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
そ
の
支
払
の
期
日
が

の
支
払
の
期
日
が
到
来
し
な
い
も
の
（
当
該
課
税
期
間
に
お
い
て
支
払
を
受
け
た
も

到
来
し
な
い
も
の
（
当
該
課
税
期
間
に
お
い
て
支
払
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に

の
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
者
が
当
該
課
税
期
間
に
お
い

係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
個
人
事
業
者
が
当
該
課
税
期
間
に
お
い
て
資
産
の
譲

て
資
産
の
譲
渡
等
を
行
わ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
部
分
に
係
る
対
価
の

渡
等
を
行
わ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
部
分
に
係
る
対
価
の
額
を
当
該
課

額
を
当
該
課
税
期
間
に
お
け
る
当
該
リ
ー
ス
譲
渡
に
係
る
対
価
の
額
か
ら
控
除
す
る

税
期
間
に
お
け
る
当
該
延
払
条
件
付
譲
渡
に
係
る
対
価
の
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が

こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
リ
ー
ス
譲
渡
を
し
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
資
産

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
延
払
条
件
付
譲
渡
を
し
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て

の
譲
渡
等
を
行
わ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
部
分
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

資
産
の
譲
渡
等
を
行
わ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
部
分
は
、
政
令
で
定
め
る
と

に
よ
り
、
当
該
事
業
者
が
当
該
リ
ー
ス
譲
渡
に
係
る
賦
払
金
の
支
払
の
期
日
の
属
す

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
個
人
事
業
者
が
当
該
延
払
条
件
付
譲
渡
に
係
る
賦
払
金
の
支
払

る
各
課
税
期
間
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
賦
払
金
に
係
る
部
分
の
資
産
の
譲
渡
等
を

の
期
日
の
属
す
る
各
課
税
期
間
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
賦
払
金
に
係
る
部
分
の
資

行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
所
得
税
法
第
六
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は

産
の
譲
渡
等
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
延
払
条
件
付
譲
渡
に
係
る
所
得

法
人
税
法
第
六
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

税
の
額
に
つ
き
所
得
税
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
（
延
払
条
件
付
譲
渡
に
係
る
所
得

つ
た
場
合
は
、
所
得
税
法
第
六
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
経
理
し
な
か

税
額
の
延
納
の
取
消
し
）
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
延
納
の
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
場

つ
た
年
の
十
二
月
三
十
一
日
の
属
す
る
課
税
期
間
以
後
の
課
税
期
間
又
は
法
人
税
法

合
は
、
当
該
延
納
の
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
以
後
の
課
税
期

第
六
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
経
理
し
な
か
つ
た
決
算
に
係
る
事
業
年

間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

度
終
了
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
以
後
の
課
税
期
間
若
し
く
は
同
条
第
三
項
若
し
く

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業
者
は
、
当
該
適
用
を
受
け

は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
事
業
年
度
終
了
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
以
後

よ
う
と
す
る
課
税
期
間
及
び
前
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
各
課
税

の
課
税
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

期
間
に
係
る
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
国

３

第
一
項
又
は
前
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
第
四
十

税
通
則
法
第
十
八
条
第
二
項
（
期
限
後
申
告
）
に
規
定
す
る
期
限
後
申
告
書
を
含
む

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
国
税
通
則
法
第
十
八
条

。
次
条
第
四
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
そ
の
旨
を
付
記
す
る

第
二
項
（
期
限
後
申
告
）
に
規
定
す
る
期
限
後
申
告
書
を
含
む
。
次
条
第
四
項
及
び

も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
そ
の
旨
を
付
記
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
個
人
事
業
者
が

４

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
個
人
事
業
者
が

死
亡
し
た
場
合
又
は
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た

死
亡
し
た
場
合
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場

場
合
に
お
け
る
延
払
条
件
付
譲
渡
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
の
特
例
そ
の
他
第

合
若
し
く
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
が
分
割
に
よ
り
リ
ー
ス
譲
渡
に
係

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

る
事
業
を
分
割
承
継
法
人
に
承
継
さ
せ
た
場
合
又
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

事
業
者
が
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お

け
る
リ
ー
ス
譲
渡
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
の
特
例
そ
の
他
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

５

個
人
事
業
者
が
、
所
得
税
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
（
延
払
条
件
付
譲
渡
に
係
る

所
得
税
額
の
延
納
）
に
規
定
す
る
山
林
所
得
又
は
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
の

延
払
条
件
付
譲
渡
を
し
た
場
合
そ
の
他
の
場
合
の
資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
の
特
例
に



つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
政
令
で
定
め
る
。

（
工
事
の
請
負
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
の
特
例
）

（
工
事
の
請
負
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
の
特
例
）

第
十
七
条

事
業
者
が
所
得
税
法
第
六
十
六
条
第
一
項
（
工
事
の
請
負
に
係
る
収
入
及

第
十
七
条

事
業
者
が
所
得
税
法
第
六
十
六
条
第
一
項
（
工
事
の
請
負
に
係
る
収
入
及

び
費
用
の
帰
属
時
期
）
又
は
法
人
税
法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
工
事
の
請
負
に
係
る

び
費
用
の
帰
属
時
期
）
又
は
法
人
税
法
第
六
十
四
条
第
一
項
（
工
事
の
請
負
に
係
る

収
益
及
び
費
用
の
帰
属
事
業
年
度
の
特
例
）
に
規
定
す
る
長
期
大
規
模
工
事
（
以
下

収
益
及
び
費
用
の
帰
属
事
業
年
度
）
に
規
定
す
る
長
期
大
規
模
工
事
（
以
下
こ
の
条

こ
の
条
に
お
い
て
「
長
期
大
規
模
工
事
」
と
い
う
。
）
の
請
負
に
係
る
契
約
に
基
づ

に
お
い
て
「
長
期
大
規
模
工
事
」
と
い
う
。
）
の
請
負
に
係
る
契
約
に
基
づ
き
資
産

き
資
産
の
譲
渡
等
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
長
期
大
規
模
工
事
の
目
的
物
の
う
ち
こ

の
譲
渡
等
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
長
期
大
規
模
工
事
の
目
的
物
の
う
ち
こ
れ
ら
の

れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
工
事
進
行
基
準
の
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
収
入
金
額
又
は

規
定
に
規
定
す
る
工
事
進
行
基
準
の
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
収
入
金
額
又
は
収
益
の

収
益
の
額
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
そ

額
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
そ
の
収
入

の
収
入
金
額
が
総
収
入
金
額
に
算
入
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
の

金
額
が
総
収
入
金
額
に
算
入
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
の
属
す
る

属
す
る
課
税
期
間
又
は
そ
の
収
益
の
額
が
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
事

課
税
期
間
又
は
そ
の
収
益
の
額
が
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
年
度

業
年
度
終
了
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
、
資
産
の
譲
渡
等
を
行
つ
た
も
の

終
了
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
、
資
産
の
譲
渡
等
を
行
つ
た
も
の
と
す
る

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

２

事
業
者
が
所
得
税
法
第
六
十
六
条
第
二
項
又
は
法
人
税
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に

２

事
業
者
が
所
得
税
法
第
六
十
六
条
第
二
項
又
は
法
人
税
法
第
六
十
四
条
第
二
項
に

規
定
す
る
工
事
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
工
事
」
と
い
う
。
）
の
請
負
に
係
る
契

規
定
す
る
工
事
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
工
事
」
と
い
う
。
）
の
請
負
に
係
る
契

約
に
基
づ
き
資
産
の
譲
渡
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
者
が
こ
れ
ら
の
規

約
に
基
づ
き
資
産
の
譲
渡
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
者
が
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
そ
の
工
事
の
請
負
に
係
る
対
価
の
額
に
つ
き
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
そ
の
工
事
の
請
負
に
係
る
対
価
の
額
に
つ
き
こ
れ
ら
の
規

定
に
規
定
す
る
工
事
進
行
基
準
の
方
法
に
よ
り
経
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
き
は

定
に
規
定
す
る
工
事
進
行
基
準
の
方
法
に
よ
り
経
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
き
は

、
当
該
工
事
の
目
的
物
の
う
ち
当
該
方
法
に
よ
り
経
理
し
た
収
入
金
額
又
は
収
益
の

、
当
該
工
事
の
目
的
物
の
う
ち
当
該
方
法
に
よ
り
経
理
し
た
収
入
金
額
又
は
収
益
の

額
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
そ
の
収
入

額
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
そ
の
収
入

金
額
が
総
収
入
金
額
に
算
入
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
の
属
す
る

金
額
が
総
収
入
金
額
に
算
入
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
の
属
す
る

課
税
期
間
又
は
そ
の
収
益
の
額
が
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
年
度

課
税
期
間
又
は
そ
の
収
益
の
額
が
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
年
度

終
了
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
、
資
産
の
譲
渡
等
を
行
つ
た
も
の
と
す
る

終
了
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
、
資
産
の
譲
渡
等
を
行
つ
た
も
の
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
所
得
税
法
第
六
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
法
人
税

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
所
得
税
法
第
六
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
法
人
税

法
第
六
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場

法
第
六
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場

合
は
、
所
得
税
法
第
六
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
経
理
し
な
か
つ
た
年

合
は
、
所
得
税
法
第
六
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
経
理
し
な
か
つ
た
年

の
十
二
月
三
十
一
日
の
属
す
る
課
税
期
間
以
後
の
課
税
期
間
又
は
法
人
税
法
第
六
十

の
十
二
月
三
十
一
日
の
属
す
る
課
税
期
間
以
後
の
課
税
期
間
又
は
法
人
税
法
第
六
十

三
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
経
理
し
な
か
つ
た
決
算
に
係
る
事
業
年
度
終
了

四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
経
理
し
な
か
つ
た
決
算
に
係
る
事
業
年
度
終
了

の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
以
後
の
課
税
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
以
後
の
課
税
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
～
５

省

略

３
～
５

同

上

（
税
関
長
の
確
認
を
受
け
た
免
税
対
象
物
品
を
輸
出
し
な
い
場
合
の
納
税
地
）

（
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
購
入
し
た
物
品
を
譲
渡
し
た
場
合
等
の
納
税
地
）



第
二
十
七
条

第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
税
対

第
二
十
七
条

第
八
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
該
当
す
る
物
品
の
譲
渡
に
係
る
消
費
税

象
物
品
の
譲
渡
に
係
る
消
費
税
の
納
税
地
は
、
同
項
の
税
関
長
の
確
認
を
受
け
た
場

の
納
税
地
は
、
同
項
に
規
定
す
る
出
港
地
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
の
所
在
地
と
す

所
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
免
税
購
入
対
象
者
が
当
該
税
関
長
の
確
認
を
受
け
た

る
。

場
所
以
外
の
場
所
か
ら
出
国
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
出
港
地
）
と
す
る
。

２

第
八
条
第
五
項
本
文
又
は
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
物
品
の
譲
渡
に
係
る
消
費

税
の
納
税
地
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
譲
渡
又
は
譲
受
け
が
あ
つ
た
時
（
同

条
第
四
項
た
だ
し
書
の
承
認
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
が
あ
つ
た
時
）
に
お

け
る
当
該
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
又
は
承
認
に
係
る
物
品
の
所
在
場
所
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
重
加
算
税
の
特
例
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
重
加
算
税
の
特
例
）

第
五
十
九
条
の
二

事
業
者
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
（
第
八
条
第
二
項

第
五
十
九
条
の
二

事
業
者
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
（
第
八
条
第
二
項

に
規
定
す
る
購
入
記
録
情
報
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
い
、
こ
の
法
律
そ

に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

の
他
の
消
費
税
に
関
す
る
法
律
（
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と

お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
し
消
費
税
に
つ
き
国
税
通
則
法
第
十
八

こ
ろ
に
従
つ
て
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
電
磁

条
第
二
項
（
期
限
後
申
告
）
に
規
定
す
る
期
限
後
申
告
書
若
し
く
は
同
法
第
十
九
条

的
記
録
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
そ
の
保
存
が
国
税
の
納
税
義
務
の
適
正
な
履
行
に

第
三
項
（
修
正
申
告
）
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
の
提
出
、
同
法
第
二
十
四
条
（
更

資
す
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当

正
）
若
し
く
は
第
二
十
六
条
（
再
更
正
）
の
規
定
に
よ
る
更
正
又
は
同
法
第
二
十
五

該
特
定
電
磁
的
記
録
（
当
該
事
業
者
に
よ
り
当
該
特
定
電
磁
的
記
録
の
保
存
が
行
わ

条
（
決
定
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
期
限
後
申
告
等
」
と

れ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該
要
件
を
満
た
し
て
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

い
う
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
重

。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
し
消
費

加
算
税
）
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
重
加
算
税
の

税
に
つ
き
国
税
通
則
法
第
十
八
条
第
二
項
（
期
限
後
申
告
）
に
規
定
す
る
期
限
後
申

額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に

告
書
若
し
く
は
同
法
第
十
九
条
第
三
項
（
修
正
申
告
）
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
の

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
基
礎
と
な
る
べ
き
税
額
（
そ
の
税
額
の
計
算
の
基
礎

提
出
、
同
法
第
二
十
四
条
（
更
正
）
若
し
く
は
第
二
十
六
条
（
再
更
正
）
の
規
定
に

と
な
る
べ
き
事
実
で
当
該
期
限
後
申
告
等
の
基
因
と
な
る
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録

よ
る
更
正
又
は
同
法
第
二
十
五
条
（
決
定
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
（
以
下
こ
の
項
に

さ
れ
た
事
項
に
係
る
も
の
（
隠
蔽
し
、
又
は
仮
装
さ
れ
た
事
実
に
係
る
も
の
に
限
る

お
い
て
「
期
限
後
申
告
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
十

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
事
実
」
と
い

八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
重
加
算
税
）
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一

う
。
）
以
外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係

項
及
び
第
二
項
の
重
加
算
税
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の

る
事
実
に
基
づ
く
税
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
限

規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
基
礎
と
な
る
べ
き
税

る
。
）
に
百
分
の
十
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

額
（
そ
の
税
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
実
で
当
該
期
限
後
申
告
等
の
基
因
と

な
る
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
も
の
（
隠
蔽
し
、
又
は
仮
装
さ

れ
た
事
実
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ

れ
た
事
項
に
係
る
事
実
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
事
実
に
基
づ
く
税
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
限
る
。
）
に
百
分
の
十
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金



額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

２

省

略

２

同

上

第
六
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

第
六
十
五
条

同

上

た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

正
当
な
理
由
な
く
、
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
の
免
税
対
象
物

一

第
八
条
第
四
項
本
文
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
な
い

品
を
輸
出
し
な
か
つ
た
と
き
。

で
同
項
の
物
品
の
譲
渡
又
は
譲
受
け
（
こ
れ
ら
の
委
託
を
受
け
、
若
し
く
は
媒
介

の
た
め
当
該
物
品
を
所
持
し
、
又
は
譲
渡
の
た
め
そ
の
委
託
を
受
け
た
者
若
し
く

は
媒
介
を
す
る
者
に
所
持
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
し
た
と
き
。

二
～
四

省

略

二
～
四

同

上

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
六
十
条
、
附
則
第
十
九
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
六
十
条
、
附
則
第
十
九
条
の
二
関
係
）

一

次
の
表
に
掲
げ
る
法
人

一

同

上

名

称

根

拠

法

名

称

根

拠

法

省

略

省

略

同

上

同

上

一
般
財
団
法
人

省

略

同

上

同

上

一
般
社
団
法
人

同

上

医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報

医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
（

酬
審
査
支
払
機
構

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

医
療
法
人
（
医
療
法
（
昭

省

略

同

上

同

上

和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

五
号
）
第
四
十
二
条
の
二

第
一
項
（
社
会
医
療
法
人

）
に
規
定
す
る
社
会
医
療

法
人
に
限
る
。
）

省

略

省

略

同

上

同

上



社
会
福
祉
法
人

省

略

同

上

同

上

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三

基
金

年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

社
会
保
険
労
務
士
会

省

略

同

上

同

上

省

略

省

略

同

上

同

上

二

省

略

二

同

上


